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はしがき

　本書は、これまでに出版した捜査全書シリーズである『盗犯捜査全書』、『殺傷犯
捜査全書』及び『性犯罪捜査全書』に続く第 4弾であるが、これで捜査全書シリー
ズは終了である。

　筆者は、現職の検事の頃、東京地検特捜部、大阪地検特捜部等で長く勤務し、自
身の最も得意とする分野は、知能犯事件捜査、それも贈収賄事件捜査であると思っ
ていた。しかしながら、この分野の個々の論点に関する論考などを公表したことは
あっても、それを一冊の本としてまとめるような機会はなく、それゆえ、今回これ
まで温めていたものを一挙に公開するに至ったものである。

　知能犯事件捜査の頂点は、やはり贈収賄事件の捜査であろう。これは双方が被疑
者となるため、その犯行が表に出ることが極めて稀であり、その端緒を的確に掴ん
で、事件として形作るのは容易なことではない。しかしながら、この種の犯罪は、
国家なり社会なりを確実に蝕んでいくものであり、誰かが必ず剔抉しなければなら
ないものである。

　そのため、本書では、刑法編と特別刑法編とに分けた上で、刑法編では、上記の
ように最も重要と考えている贈収賄から始まり、次に、贈収賄の端緒となり得る犯
罪である談合を取り上げ、その次には、贈収賄と同様に捜査が困難な背任・特別背
任を取り上げた。それ以降は、知能犯事件捜査でよく登場とする業務上横領、その
後、詐欺を取り上げる関係で、その手段として使われることも多い文書偽造を取り
上げて、詐欺へと続くようにした。さらに、詐欺の中でも反社会的勢力による詐欺
や特殊詐欺は、別の項目を立てて解説した。その後、刑法におけるコンピュータ犯
罪を取り上げ、刑法編の最後として、詐欺、業務上横領及び背任が混在することも
ある循環取引を取り上げた。一方、特別刑法編では、いずれも知能犯の刑事事件と
してよく見られる補助金適正化法違反事件、公職選挙法違反事件、政治資金規正法
違反事件及び金融商品取引法違反事件を取り上げた。
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　いずれの分野の解説でも、裁判例の事実関係はかなり詳細に記載している。とい
うのは、今後、皆さんが捜査をする上で、裁判例を参考にしようと思っても、それ
が要旨しか記載していないと、自分たちがこれから捜査しようとする事案とほぼ同
じなのか、類似しているのか、あまり類似していないのか、まったく別の事件なの
かが、よく分からないことになるからである。実際、筆者が警察から事件相談を受
けた際、要旨集に書いてあるこの裁判例が参考になりますと言って示されたことが
あるが、前提となる事実関係がまったく異なっており、およそ適用できない裁判例
であったことも決してめずらしくない。たしかに刑法の教科書や要旨集は、頁数の
制約が大きいので事実関係を省略するしかないのは理解できるものの、それでは、
法理論の勉強にはなるかもしれないが、実際の捜査ではまったく役に立たない。捜
査官であれば、どのような事案に対して、どのように法が適用されたのかを理解し
ないと、自らの事件に当てはめてよいかどうか判断できないからである。

　また、本書では、筆者が実際に捜査に携わった事件もいくつか紹介してある。そ
れは捜査の端緒から、その経過、捜査のポイントなどが、実体験として説明できる
ことから、皆さんの捜査にも役立つのではないかと考えたからである。同じ事件は
二度とないが、同じような事件は、今後もいくつか起きる可能性がある。その際に
は、参考になるのではないかと考えるからである。

　知能犯事件捜査は、刑事法に限らず民法などの民事法や関連する裁判例、更に
は、簿記、会計などについて深い知識が要求されることも多く、そのためこの種事
件の捜査を敬遠しがちな方がいることも承知している。本書では、そのような方た
ちにも使いやすいようにと、解説の仕方も工夫して分かりやすく記載したつもりで
ある。本書が知能犯捜査に従事する方たちの参考になればと願ってやまない。な
お、本文中の下線は筆者が付したものである。

　本書の出版に当たっては、立花書房編集部の馬場野武部長や、中埜誠也係長等に
は大変にお世話になった。ここに厚く謝意を表したい。

　令和 7年12月
昭和医科大学医学部法医学講座教授

城　祐一郎
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凡　例

刑　録	 大審院刑事判決録
刑　集	 大審院刑事判例集、最高裁判所刑事判例集
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高刑集	 高等裁判所刑事判例集
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裁判特報	 高等裁判所刑事裁判特報
下刑集	 下級裁判所刑事裁判例集
刑裁月報	 刑事裁判月報
刑　資	 刑事裁判資料
判　時	 判例時報
判　タ	 判例タイムズ
ジュリ	 ジュリスト
警　論	 警察学論集
公　論	 警察公論
曹　時	 法曹時報
法　教	 法学教室
法　セ	 法学セミナー
刑ジャ	 刑事法ジャーナル
現　刑	 現代刑事法
捜　研	 捜査研究

大塚・各論	 大塚仁『刑法概説（各論）〔第 3版増補版〕』（有斐閣・
2005年）

高橋・各論	 高橋則夫『刑法各論〔第 4版〕』（成文堂・2022年）
橋爪・各論	 橋爪隆『刑法各論の悩みどころ』（有斐閣・2022年）
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条解刑法	 前田雅英編集代表『条解刑法〔第 4版補訂版〕』（弘文
堂・2023年）

大コメ刑法	 大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法〔第 3版〕』第 1
巻–第13巻（青林書林・2013年–2021年）

注釈刑法	 西田典之ほか編『注釈刑法』第 1巻、第 2巻、第 4巻
（有斐閣・2010年、2016年、2021年）
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凡　例

第 1編　刑法編

第 1章　贈収賄事件　	 　3
贈収賄事件のポイントは（3）／刑法上の収賄罪に関する基本的な規定は（5）／単純収賄

罪・受託収賄罪の保護法益は（5）／刑法上の「公務員」に関する規定は（6）／「みなし公

務員」とは（7）／特別法により収賄罪の主体として規定されている者とは（10）／米国で

は民間人は収賄罪の主体にはなるのか（16）／収賄罪の主体に関する要件としての職務権限

とは（17）／収賄者の具体的職務権限に関して、「職務」の内容は法文上明示されていなく

てもよいのか（18）／「職務」は独立の決裁権を有していなくてもよいのか（22）／「職

務」は自己が最終的な決定権を独占していなくてもよいのか（23）／「職務」にはそれをし

ないことも含まれるのか（32）／一般的（抽象的）職務権限の要件に関して、「職務」は具

体的に担当しているものでなくてもよいのか（34）／「職務」は将来担当するものであって

もよいのか（40）／「職務」は過去のものであって現在担当していないものでもよいのか

（43）／職務密接関連行為（準職務行為・事実上所管する職務行為）とは（46）／収賄罪の

客体である「賄賂」とは（64）／金融の利益は賄賂となるのか（64）／土地を売却し得た利

益は賄賂となるのか（66）／未公開株は賄賂となるのか（67）／中元・歳暮は賄賂となるの

か（69）／賄賂であるための最低金額は（69）／賄賂における対価性とは（70）／収賄行為

の構成要件である「収受」等とは（72）／「収受」等の要件に関する捜査上の留意事項は

（73）／収賄行為の構成要件である「請託」とは（77）／職務権限を逸脱する「請託」を受

けた場合とは（78）／「請託」がなされるべき時期は（79）／収賄行為の構成要件のうち、

職務に「関して」等の要件（賄賂性・職務関連性）は（79）／事前収賄罪における主体に関

する要件等は（90）／事前収賄罪と受託収賄罪との関係は（91）／第三者供賄罪の立法趣旨

は（92）／第三者供賄罪にいう「第三者」とは（92）／加重収賄罪（枉法収賄罪）における

Ｂ　11Q22H



目　次　ix

「不正な行為」とは（94）／事後収賄罪の処罰対象行為は（96）／あっせん収賄罪の規定及

び立法趣旨は（99）／あっせん収賄罪とあっせん利得収受罪の処罰対象行為は（103）／あっ

せん利得収受罪の類型は（104）／公職者あっせん利得収受罪や議員秘書あっせん利得収受

罪の報酬を供与した側の刑罰は（105）／筆者が大阪地検特捜部在籍中に、主任検事として

捜査し起訴した和歌山市長による裏口就職に係る加重収賄事件の捜査はどのように展開し

たのか（108）　等

第 2章　談合事件　	 　145
談合事件の捜査のポイントは（145）／刑法における談合罪の規定振りとその保護法益は

（146）／談合罪によってすべての談合が刑罰の対象となるのか（147）／刑法96条の 6第 2

項でいう「公正な価格」とは（147）／「公正な価格を害」する目的とは（148）／「不正な

利益」とは（149）／「不正な利益を得」る目的とは（149）／「談合」とは（150）／最低

制限価格を漏らした公務員側には犯罪は成立しないのか（150）／官製談合防止法はなぜ制

定されたのか（152）／公的機関が契約を締結するにはどのような方式があるのか（153）／

官製談合防止法では、発注機関の担当職員に対しどのような行為を禁じているのか（156）／

官製談合防止法 8条の法定刑が公契約関係競売等妨害罪のそれより重い理由は（156）　等

第 3章　背任・特別背任事件　	 　173
背任・特別背任事件の捜査はなぜ難しいといわれるのか（173）／背任罪の本質は（175）／

背任罪と特別背任罪の構成要件はどのように異なっているのか（175）／「他人のために事

務を処理する者」とは（176）／「他人の事務」とは（177）／主体の要件としての「事務」

の性質は（179）／「任務に背く行為」とは（181）／「本人に財産上の損害を加えた」とは

（199）／背任罪の故意は（203）／「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加

える目的」とは（204）／いわゆる幸福銀行事件とは（214）／背任罪・特別背任罪における

身分なき共犯に関する判例の考え方は（229）／いわゆる北國銀行事件とは（240）　等

第 4章　業務上横領事件　	 　264
業務上横領事件が比較的捜査のしやすい事件といわれるのはなぜか（264）／業務上横領罪

の主体は（267）／業務上横領罪の「業務」とは（267）／業務上横領罪の客体となる「物」

とは（268）／業務上横領や単純横領ではなぜ委託信任関係が必要なのか（268）／委託関係

は何から生じるのか（268）／業務上横領罪で問題とされる「占有」とは（269）／登記名義
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人にはなっていないものの、登記手続に必要な書類を所持している者は当該不動産を占有し

ているのか（269）／未登記不動産には業務上横領罪が成立する余地はないのか（270）／委

託した者が所有者でなかった場合にも横領罪は成立するのか（271）／預貯金口座の占有者

は（274）／「横領行為」とは（275）／横領行為の既遂時期は（276）／二重売買では売主

に横領罪が成立するのか（276）／二重譲渡の事実を知りながら譲り受けた者には何らかの

犯罪が成立するのか（278）／所有権留保がされた物を勝手に処分したら横領か（280）／譲

渡担保において、債務者が目的物を勝手に処分したら横領か（281）／封緘物を領得したら

横領か（281）／消費寄託として預かった金銭を費消したら横領か（282）／使途を定めて寄

託された金銭を費消したら横領か（282）／麻薬購入代金など不法な原因で交付されたもの

を勝手に領得したら横領か（283）／預かった盗品を勝手に処分したら横領か（284）／横領

物をさらに横領したら横領か（286）／他人の物の占有者でない者がその物を業務上占有し

ている者の業務上横領に加担した場合は（289）／背任と横領の区別はなぜ問題となるのか

（297）／背任と横領の区別についての判例は（297）／背任と横領の区別はどのように考え

ればよいのか（298）／横領と背任が共に成立するようにもみえる事案の捜査上の留意事項

は（305）　等

第 5章　文書偽造事件　	 　306
文書偽造罪の保護法益は（307）／刑法第17章の「文書」とは（307）／意思・観念の表示が

なされていないものは文書か（308）／可視性・可読性がないものは文書か（308）／電磁的

記録は文書か（308）／現在、電磁的記録は「文書」ではないのか（309）／電磁的記録文書

等はどの段階で「文書」となるのか（311）／永続して存在しないものは文書か（312）／文

書上、名義人の存在は必要か（313）／「文書」は原本でなければならないのか（314）／

「文書」は一般人が見て真正に成立したと誤信する程度の外観を有することが必要か（316）

／刑法第17章の「図画」とは（319）／刑法154条の対象となる文書等とは（320）／刑法155

条 1 項 1 号の対象となる文書等とは（320）／刑法155条 3 項の対象となる文書等とは（327）

／刑法156条の対象となる文書等とは（328）／刑法157条 1 項の対象となる文書等とは（329）

／刑法157条 2 項の対象となる文書等とは（330）／刑法158条 1 項の対象となる文書等とは

（336）／刑法159条 1 項 1 号の対象となる文書等とは（337）／刑法159条 1 項 2 号の対象と

なる文書等とは（340）／刑法159条 3 項の対象となる文書等とは（341）／刑法160条の対象

となる文書等とは（342）／刑法161条 1 項の対象となる文書等とは（343）／「偽造」とは

（343）／宿泊申込書などに宿泊者が虚偽の事実を記載した場合は（346）／通称を用いたら

偽造罪か（347）／肩書を詐称した場合も私文書偽造罪か（352）／医師でないＡが勝手に
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「医師Ａ」との肩書で診断書を書いたら私文書偽造罪か（352）／Ａの指示に基づいてＢがＡ

の意思内容を反映して作成したＡ名義の文書は偽造文書か（356）／Ａの代理人であるＢが

「Ａ代理人Ｂ」として作成した文書の名義人と作成者は（357）／権限をまったく有していな

いＢが勝手に代理人を装って「Ａ代理人Ｂ」と表示した文書を作成したら偽造罪か（357）／

一定の代理権を与えられている者が権限を濫用して自己の利益のために本人名義の文書を

作成したら偽造罪か（359）／代理権を逸脱して本人名義の文書を作成したら偽造罪か（360）

／被冒用者が承諾していたら偽造罪は成立しないのか（361）／名義の冒用を承諾したら私

文書偽造罪の共犯か（366）／無形偽造といわれる「虚偽文書の作成」とは（368）／一般人

が情を知らない公務員をして虚偽公文書を作成したら間接正犯か（368）／「変造」とは

（372）／「変造」にも有形変造、無形変造という概念はあるのか（376）／「行使の目的」

とは（376）／「行使」とは（377）／行使の相手方は偽造文書や虚偽公文書であることを知

らないことが必要か（378）／「虚偽の申立て」とは（379）／「不実の記載・記録」とは

（379）／「見せ金」が公正証書原本不実記載・電磁的原本不実記録、同行使を構成するのは

なぜか（386）／「見せ金」による会社設立を立件する際の捜査上の重要事項は（387）／偽

装結婚に公正証書原本不実記載・電磁的公正証書原本不実記録、同行使罪・同供用罪は成立

するのか（391）／偽装結婚が在留資格を得るためにも濫用されることで生じている問題は

（392）／在留資格を得るための偽装結婚の検挙件数は（393）／偽装結婚による虚偽申請罪

と公正証書原本不実記載罪等との関係は（395）／印章偽造罪の規定は（397）／私文書偽造

と私印偽造の区別は（401）／虚偽のデータを捏造するなどして作成した学術論文を発表し

たらどうなるのか（403）　等

第 6章　詐欺事件　	 　424
詐欺罪の保護法益は（425）／国や地方公共団体に対する詐欺は成立するか（425）／詐欺罪

の種類は（427）／「財物」とは（427）／「財産上不法の利益」とは（428）／被疑者の犯

行と被害者の心理状態の推移は（429）／欺罔行為は人をだますに足りる内容でなければな

らないのか（429）／欺罔行為は相手方の判断にどのような影響を与える内容でなければな

らないのか（432）／詐欺と窃盗の区別は（434）／無銭飲食のつもりで注文すると欺罔行為

となるのか（438）／友達に支払ってもらうつもりだったという主張は無銭飲食の成立を否

定するか（439）／告知義務違反は詐欺か（441）／盗品のクレジットカードで商品を購入し

たら詐欺か（442）／自己名義のクレジットカードでも破産状態で使用したら詐欺か（444）

／新たな借入れのため多重債務者が養子縁組をし姓を変えてキャッシングカードを入手し

たら詐欺か（445）／不法原因給付でも詐欺は成立するか（450）／年金受給者の死亡を届け
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ずに受給を続けたら犯罪か（452）／キセル乗車をしたら詐欺か（455）／二項詐欺に必要な

「財産的処分行為」の程度は（464）／等価交付をしても詐欺か（466）／一部に受領権限が

あった場合や水増し請求をした場合、詐欺が成立する範囲は（467）／機械に対する詐欺は

成立するのか（471）／寄付の意図なく長期間街頭で通行人から募金を集めた場合、総額を

包括一罪として処罰できるのか（472）／金融機関に対し身上関係等について積極的に虚偽

事実を申し向けて預金口座を開設したら詐欺か（477）／これに対する実務の処理は（479）

／預貯金通帳やキャッシュカードは「財物」か（479）／譲渡の意図で口座開設を申し込ん

だところ相手方が知らずに応じたら詐欺か（482）／譲渡の意図で携帯電話機の購入等申込

みをしたら詐欺か（484）／自己使用の目的で口座開設をした場合、詐欺が成立することは

あるか（486）／反社会的勢力が自己使用目的で立場等を秘匿して口座を開設した場合、詐

欺は成立するか（489）／暴力団員であるから口座開設を拒否されたとは知らなかったとし

て被疑者に故意を否認された場合、どうすべきか（492）／譲渡の意図を秘して口座を開設

し実際に譲渡したら詐欺以外の罪になるのか（497）／借名口座からの引出は犯罪になるの

か（504）／誤振込された金員を引き出したら詐欺か（506）／自己の口座に振り込まれた詐

欺の被害金を引き出したら詐欺か（512）／挙動による詐欺と不作為による欺罔の区別は

（520）／組織的犯罪処罰法における組織的詐欺罪の規定は（521）／医療関係者による診療

報酬詐欺事件の法律構成は（530）／無診察による処方せん交付は詐欺か（532）／詐欺事件

の捜査が困難なのはなぜか（535）　等
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合、住民基本台帳に関して公正証書原本不実記載罪・同行使罪は（897）／選挙人名簿に虚
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第 1章　贈収賄事件

　贈収賄事件のポイントは何か。

はじめに

　贈収賄事件は、知能犯捜査の頂点に立つものと考えている。この種事件には、被
害者がいないため詐欺事件等のように被害者からの申告に基づいて捜査を開始する
ことはできない。そのため、その端緒をどのようにして得るか、また、その捜査の
際の留意事項は何かなど、捜査官として知っておかなければならないことは山のよ
うにある。
　贈収賄事件の捜査のポイントは、「授受」、「趣旨」、「職務権限」と昔から言われ
ているが、それらの内容をどの程度正確に分かっているかが問われることになる。
「授受」、つまり、現金等の賄賂が渡されたのかどうか、「趣旨」、つまり、その渡さ
れた趣旨は、賄賂として職務に関するものであるのかどうか、さらに、「職務権限」、
つまり、当該公務員には、その賄賂を受け取って何らかの権限をふるうことのでき
る立場であるのかどうかといった、三要素が認められることが必要であり、これが
合言葉のように使われる基本的な構成要件である。この三要素の立証ができるかど
うかが捜査官に問われることとなる。
　もちろん、捜査を進める上では、上記の三要素を規定する贈収賄罪の構成要件等
の法的知識にも習熟しておかなければならない。これが中途半端であると、法が要
求するだけの要件についての理解が不十分になり、結局、その要件を満たすための
十分な証拠を収集することができず、捜査は失敗に終わることになる。これまで多
くの贈収賄事件の捜査が実施されながら、最終的に立件できずに終わった事件がい
かに多いことかは、筆者を含め、この種事件の捜査に関わった経験者であればよく
分かっていることと思われる。
　ここでは、刑法等で規定されている贈収賄罪の構成要件等の基本的な理解や、そ

問　題
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第 1章　補助金適正化法違反事件

　補助金の不正受給の捜査に関して留意すべき事項は何か。

はじめに

　皆さんは、そもそも「補助金」という言葉から何を思い浮かべるのであろうか。
NPO法人の活動を支援するための補助金とか、国から地方公共団体に対して補助
金が出されているとか、様々な場面に補助金という言葉は登場する。また、近時で
は、新型コロナウイルス感染症対策として、種々の事業活動に対して補助金等が交
付されたことも記憶に新しいところである。
　このような補助金の予算の執行に関する事柄については、補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する法律（以下「補助金適正化法」という。）で定められており、
この法律の 1条において、

　この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等
に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交
付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算
の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

と規定されている。したがって、補助金の申請や交付、また、その執行が適正に行
われているかどうかは、この法律に基づいて判断されることになる。
　ここでは、補助金の不正受給をめぐるさまざまな問題について解説する。

想定事例

　甲野太郎は、学校法人Ｐ学園（以下「Ｐ学園」という。）の理事長として、そ
の業務全般を統括していたもの、甲野花子は、Ｐ学園のため、被告人Ｘが行う

問　題
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事項索引

【あ】

ROE　	 　1115
アイ・エックス・アイ事件　	 　1051
挨拶　	 　882
アイ・シー・エフ事件　	 　1076
相対取引　	 　1027
IP電話　	 　658
アイペック事件　	 　1055
アスクレピオス事件　	 　1014
預合罪　	 　227
あっせん収賄罪　	 　44，99
あっせん利得収受罪　	 　104
あっせん利得処罰法　	 　103，105
阿武町誤振込事件　	 　675
暗号資産　	 　701
安定操作　	 　1092
EPS　	 　1111
医師　	 　342
石川銀行事件　	 　196，238
医師法　	 　332，533
意思を通じて行った　	 　931
委託信任関係　	 　176，268
一般競争入札　	 　153
一般的職務権限　	 　34
偽りその他不正の手段により　	 　771
イトマン事件　	 　209，236
井上工業事件　	 　1078
威迫　	 　890
入（いり）　	 　74
威力　	 　884
インサイダー取引　	 　1000
印章　	 　322，327
印章偽造罪　	 　397
インテック事件　	 　1022
隠匿　	 　1142
ウェブサイトを利用する方法　	 　874
受け子　	 　571，578
裏口就職　	 　130
裏リベート　	 　303
運転手役　	 　647
運動の管理を行う者　	 　933
運動買収　	 　824
運輸大臣　	 　62
永続性　	 　312
エクイティ・ファイナンス　	 　1064

エスエムティーピー方式　	 　880
越境入学　	 　896
越権行為説　	 　275
EDINET　	 　1058
エフオーアイ事件　	 　1076
MSCB　	 　1070
エムティーシーアイ事件　	 　1057
演説を妨害し　	 　885
追い証　	 　1081
枉法収賄罪　	 　94
横領　	 　286
横領行為　	 　275
大阪大学　	 　81
大阪タクシー汚職事件　	 　48
大盛工業事件　	 　1082
おとり捜査　	 　587
オプション取引　	 　1129
オプション・プレミアム　	 　1130
親会社　	 　1004

【か】

会計責任者　	 　962
外国為替取引　	 　1135
会社法　	 　15，227，741
会費制　	 　833
架空増資　	 　223
架空人名義　	 　477
学術論文　	 　403
学問の自由　	 　422
架け子　	 　571，574
可視性・可読性　	 　308
加重収賄罪　	 　94
仮装売買　	 　1091，1097
肩書　	 　352
加ト吉　	 　740
かどわかす　	 　884
カネボウ事件　	 　1057
株価収益率　	 　1111
株価純資産倍率　	 　1114
株価連動型預金　	 　1130
株券　	 　1034
株券電子化　	 　1035
株式公開買付け　	 　1081
株式払込金保管証明書　	 　386
株式分割　	 　1117
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株主資本利益率　	 　1115
下方修正条項付転換社債型新株予約権付社債
	 　1070

為替決済預り金口座　	 　1135
管轄　	 　38
監査　	 　1065
鑑札　	 　333
官製談合防止法　	 　152
間接金融　	 　1064
間接正犯　	 　368
間接補助金　	 　770
勧誘　	 　845，855
関与し　	 　984
企画競争型随意契約　	 　154
企業集団　	 　1010
偽計　	 　150，1068，1072
偽計詐術等不正の方法　	 　887
キセル乗車　	 　455，686
偽造　	 　343
偽装結婚　	 　391
寄附　	 　901，950
偽名口座　	 　476
欺罔行為　	 　429
キャッシュカード　	 　479，579
キャッツ事件　	 　1053
ギャンぶる大帝事件　	 　1080
牛海綿状脳症　	 　805
教育者による地位利用　	 　906
供応　	 　829
供応接待　	 　829
狂牛病　	 　805
狂犬病予防法　	 　333
協同飼料事件　	 　1102，1104
共同の目的　	 　522
京都大学教授による汚職事件　	 　29
共謀　	 　632
業務　	 　267
供与　	 　825
虚偽　	 　948
虚偽の記載　	 　1048，1050
虚偽の情報　	 　668
虚偽の電磁的記録の供用　	 　674
虚偽の届出　	 　896
虚偽の申立て　	 　379
御璽　	 　320
御名　	 　320
銀行法　	 　1142
金銭　	 　1143
金銭、物品その他の財産上の利益　	 　827
金融商品　	 　998，1102
金融商品取引所　	 　1005

金融商品取引法　	 　743
金融の利益　	 　64
クレジットカード　	 　76，442
クレジット・デリバティブ取引　	 　1127
クレスベール証券事件　	 　1076
経営判断の原則　	 　193，252
警察官　	 　38
掲示　	 　872
継続（流通）開示　	 　1039
携帯電話不正利用防止法　	 　484
芸大バイオリン事件　	 　54
競馬法　	 　10
軽犯罪法　	 　351
軽微基準　	 　1005
ケイビー事件　	 　1054
鶏卵汚職事件　	 　977
決裁権　	 　22
決算情報　	 　1010
決定　	 　1006
決定事実　	 　1004，1009
検案書　	 　342
権限逸脱　	 　360
権限濫用　	 　359
権限濫用説　	 　175
原資　	 　74
原本　	 　314
権利義務に関する文書　	 　337
権利の移転　	 　1097
言論買収の禁止　	 　858
コインハイブ事件　	 　713
後援会　	 　940
行使　	 　377
工事進行基準　	 　1067
公私の職務　	 　828
行使の目的　	 　376
公職選挙法　	 　821
公職にある者　	 　104
公職の候補者　	 　941
公序良俗　	 　451
更新（制限）値幅　	 　1106
厚生省キャリア官僚に係る汚職事件　	 　42，76
公正取引委員会　	 　102
公正な価格　	 　147
公訴時効　	 　58，290
交通もしくは集会の便を妨げ　	 　884
香典　	 　902
公表　	 　1025
交付　	 　825，851
幸福銀行事件　	 　195，214
交付の判断の基礎となる重要な事項　	 　434
公募型プロポーザル方式　	 　154
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